
題 名 
  令和３年度 

  あま市甚目寺老人福祉センター運営審議会議事録 

日 時   令和３年５月７日（金） 午後３時 

場 所   あま市人権ふれあいセンター ３階 多目的室 

出 席 委 員 

会  長  服部 章平   副 会 長  橋本 満優  

委  員  宮治 正三   委  員  井村 なを子 

委  員  松永 裕和 

欠 席 委 員 委  員  梅屋 崇 

事 務 局 

  市  長  村上 浩司 

  部  長  中島 康晴 

  課  長  小関 勝 

  主  幹  飯尾 新也 

  課長補佐  小出 敏夫 

  係  長  大﨑 有利子 

議 題 （１） 会長、副会長の選任について 

（２） 令和２年度 あま市甚目寺老人福祉センター事業実績報告 

について 

（３） 令和３年度 あま市甚目寺老人福祉センター事業計画（案） 

について 



 

課 長 定刻となりましたので、只今より、令和３年度あま市甚目

寺老人福祉センター運営審議会を開催させていただきます。 

本日は、ご多用にも関わらず、ご出席を賜り、お礼申し上

げます。 

私、４月の人事異動で、人権推進課長及び、あま市甚目寺

老人福祉センター所長となりました、小関と申します。どう

ぞ、よろしくお願い申し上げます。 

また、事務局につきましては、資料の１ページの名簿にて、

紹介に代えさせていただきます。本市では、５月１日から１

０月３１日までエコスタイルを実施しておりますので、軽装

にて会議に出席させていただいております。御理解、御協力

をお願いいたします。 

続きまして委員の任期についてですが、あま市甚目寺老人

福祉センター運営審議会規則第４条の規定により、任期は２

年と定められており、令和３年３月３１日で任期満了となり

ましたので、今日、ご出席の委員の皆様方にご了承を得まし

て、令和３年４月から当審議会の委員として、委嘱させてい

ただきました。委嘱状につきましては、あらかじめ机の上に

置かせていただいておりますので、よろしくお願いいたしま

す。また、本来ならここで、委員の皆様方の自己紹介をお願

いするところではございますが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止対策の観点から事務局と同様、資料１ページの名簿

ならびに席札にて、代えさせていただきます。 

あま市民病院の管理者の梅屋様より、本日、所用により欠

席とのご連絡をいただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

あま市甚目寺老人福祉センター運営審議会規則第６条第３

項の規定により、委員の過半数がご出席でございますので、

本日の会議は成立することをご報告申し上げます。 

次に、審議会等の会議の公開について、ご説明申し上げま

す。 

当審議会は、「あま市審議会等の会議の公開に関する要綱」

第２条第２号に該当する会議のため、原則公開となります。 

会議終了後は、会議録を作成し、あま市公式ウェブサイト

にて公開させていただきますので、よろしくお願いいたしま



す。 

それでは、次第に基づき、審議会を進めさせていただきま

す。それでは、始めに、あま市長 村上浩司より、ご挨拶を

申し上げます。 

市 長 皆さん こんにちは。ご紹介をいただきました、あま市長

の村上でございます。本日は、あま市甚目寺老人福祉センタ

ー運営審議会の開催にあたりまして、皆様方におかれまして

はたいへんお忙しい中ではございますけれども、ご出席を賜

りましたこと、お礼を申し上げます。そして、日頃は、皆様

方におかれましては、それぞれのお立場で御理解と御協力を

たまっていますことをこの場をお借りして厚く御礼申し上げ

るところでございます。 

当老人福祉センターにおきましては、感染症に関しまして、

およそ例年の４割弱の日数を休館したということになりま

す。また、開館時におきましても浴場の利用者、教室の参加

者が来館を見合わせるなどの状況が出てまいりましたが、当

館といたしましては、ご利用される方の安全と安心を最優先

に考えるとともに、国や県、そして市が独自の指針をもちな

がら感染症対策を講じてまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

本日は、令和２年度の事業実績報告と令和３年度の事業計

画をご審議いただくものでございますので、皆様方の、きた

んのないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、挨拶

に代えさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。 

課 長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の議題に入りたいと思います。運営審議会

の会長が決まるまでの間、私が進行させていただきますので

よろしくお願いいたします。 

２議題（１）「会長・副会長の選任について」でございます

が、あま市甚目寺老人福祉センター運営審議会規則第５条の

規定により、「会長・副会長は委員の互選により定める。」と

ありますが、特にご意見がないようでしたら、事務局で推薦

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

全委員 （異議なし） 

課 長 ありがとうございます。それでは、会長を服部委員に、副会



長を橋本委員にお願いできたらと思いますが、いかがでござ

いますか。 

全委員 （異議なし） 

課 長 異議なしとのことですので、会長には服部委員、副会長に

は橋本委員にお願いいたします。会長、副会長につきまして

は、席の移動をお願いします。 

それでは、服部新会長から、ご挨拶をいただき、その後、

議事進行をお願いします。 

会 長 ご指名によりまして、当審議会の会長を務めさせていただ

きます、服部です。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、(２)「令和２年度あま市甚目寺老人福祉センタ

ー事業実績報告について」を議題とします。事務局より説明

願います。 

事務局 （議題（２）について説明） 

会 長 只今、事務局より説明のありましたことについて、ご意見、

ご質問等ございましたらお願いします。 

委 員 はい。 

会 長 はい、どうぞ。 

委 員 事業実績報告の不用額５８万４千円はどうなりますか。 

事務局  市に返金します。 

会 長 他はよろしいでしょうか。 

それでは、他に質問がないようですので、議題(２)「令和２

年度あま市甚目寺老人福祉センター事業実績報告について」

ご承認いただけますでしょうか。 

全委員 （異議なし） 

会 長 「異議なし」ということですので、承認と致します。 

続きまして、（３）の「令和３年度あま市甚目寺老人福祉セン

ター事業計画（案）について」を議題とします。 

事務局より説明願います。 

事務局 （議題（３）について説明） 

会 長 只今、事務局より説明のありましたことについて、ご意見、

ご質問等ございましたらお願いします。 

委 員 はい。 

会 長 はい、どうぞ。 

委 員 歌謡教室のかわりに写真教室を新たに加えた理由はアンケ

ートなどによるものですか。お聞かせ願えますか。 



事務局 アンケートなどによるものです。 

委 員 会費等をいただいているのですか。 

事務局 参加費はいただいていませんがコピー代や材料費などの実

費をいただいております。 

会 長 ありがとうございました。委員の方、他にご質問等はござ

いますか。それでは、他にご質問もないようですので、議題

（３）の「令和３年度あま市甚目寺老人福祉センター事業計

画（案）について」ご承認いただけますでしょうか。 

全委員 （異議なし） 

会 長 「異議なし」ということですので、承認と致します。 

２の議題につきましては以上です。 

それでは、３の「その他」でございますが、事務局からは何

かありますでしょうか。 

事務局 先ほど、事務局からも説明がございましたが、老人福祉セ

ンターでは、ひきつづき、三密の回避、「新しい生活様式」の

徹底等と感染拡大防止対策に取り組んでまいりますが、国ま

たは、県による緊急事態宣言の発出、また、あま市独自の判

断基準で休館とさせていただくこともございますので、御理

解と御協力のほどよろしくお願いいたします。 

会 長 ありがとうございます。そのほかに委員の方ご意見等あり

ますでしょうか。ほかに意見がないようですので、これをも

ちまして、あま市甚目寺老人福祉センター運営審議会を終了

致します。 

 ご審議ありがとうございました。 

 


